
食品関連事業者が利用すべき特定農畜水産物等の利用量

○ 食品関連事業者が次の計算式を満たす量の特定農畜水産物等を利用する場合、食品リサイクルループを認定
（A-B）×｛（C÷D）×（E÷F）｝×0.5
①   ②  ③

収集運搬業者

食品関連事業者

②特定肥飼料等の原材料に占める
 食品関連事業者が排出する食品循環資源の量

＋食品関連事業者が排出する
食品循環資源の量【Ｃ】

特定肥飼料等の原材料の量【Ｄ】

①食品関連事業者への販売量等
（生産された特定農畜水産物等から
食品関連事業者以外の販売量を引いた量）

リサイクル事業者

③特定農畜水産物等の生産に利用する肥飼料の総量のうち
 特定肥飼料等の量

特定肥飼料等の量【E】

特定農畜水産物の生産に利用する肥飼料の総量【F】

＋
その他の
肥料/飼料

その他の
販売先 その他の販売先の量【Ｂ】

特定農畜水産物等の量【A】

農林漁業者等



特定肥飼料等
利用肥飼料等
の量【I】

特定農畜水産物の生産に利用する
肥飼料の総量【J】

＋
その他の
肥料/飼料

収集運搬業者

食品関連事業者②特定肥飼料等の原材料に占める
 食品関連事業者が排出する食品循環資源の量

①食品関連事業者への販売量等
（生産された特定農畜水産物等から
食品関連事業者以外の販売量を引いた量）

③特定肥飼料等利用生産物等の生産に利用される
 肥飼料等の総量に占める特定肥飼料等の量

特定肥飼料等利用生産物等の
生産に利用される肥飼料の総量【F】

＋特定肥飼料等
の量【E】 その他の

肥料/飼料

＋
食品関連事業者が
排出する食品循環
資源の量【Ｃ】

特定肥飼料等の原材料の量【Ｄ】

リサイクル事業者

特定肥飼料等
利用生産物等の量【G】 ＋

特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料の量【H】

＋ その他の
肥料/飼料

④特定肥飼料等利用肥飼料等の原材料に占める
 特定肥飼料等利用生産物等の量

⑤特定農畜水産物等の生産に利用する
 肥飼料の総量のうち

 特定肥飼料等利用肥飼料等の量

○ 食品関連事業者が次の計算式を満たす量の特定農畜水産物等を利用する場合、食品リサイクルループを認定
（A-B）×｛（C÷D）×（E÷F）×（G÷H）×（I÷J）｝×0.5
①   ②  ③  ④ ⑤ ※③、④が追加の工程

その他の
販売先

その他の販売先の量【Ｂ】

特定農畜水産物等の量【A】

農林漁業者等

食品関連事業者が利用すべき特定農畜水産物等の利用量（2025年11月17日省令改定）
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